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松 沢 た け ひ と 
 

昭和 50 年 鎌ケ谷市で誕生 

昭和 57 年 みちる幼稚園卒園 

昭和 63 年 中部小学校卒業 

平成 3 年  第四中学校卒業 

平成 6 年  白井高等学校卒業 

平成 10 年 中央学院大学法学部卒業 

平成 19 年 鎌ケ谷市議会議員初当選(4 期) 

令和 元年  明治大学公共政策大学院修了 

   (公共政策修士) 

令和 5 年  千葉県議会議員初当選 

 鎌ケ谷市内の病院新設 2 箇所 増床 1 箇所 

                                                                                               

議案第 2 号 千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例の制定について 

松沢の視点 

令和 8 年度の供用開始を目指している北初富駅

前広場であることから、完成時に、渋滞の解消、

安全でスムーズに通行できる北初富交差点とな

るよう、市と連携して国道 464 号上に右折レー

ンを設置するよう求めてまいりたい。 

 

◎ 特定金属類取扱業を営む者に対し、必要な限

度において、報告徴収及び立入検査が可能 

 

一方で、千葉県における医師数をもとに算定した

医師全体についての医師偏在指標は、令和 2 年

末で 213.0、全国平均の 255.6 を下回ってい

る状況にある。 

相対的に医師数が少ない状況にあることから、医

師や看護師等、医療従事者の確保が課題であり、

医療提供体制を維持していくには、救急体制を含

め、周辺の病院と共存できる仕組みを作る必要が

ある。 

 

 

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

6 月以下の懲役又は30 万円以下の罰金

20 万円以下の罰金

10 万円以下の罰金

無許可営業、不正手段による許可取得等

帳簿等への虚偽内容の記載等

申請書等への虚偽内容の記載　

変更届出義務違反、報告義務違反等

一般質問 鎌ケ谷市内の交差点について 北初富駅交差点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 政治を身近に！ SNS でも情報発信してます 

 

千葉県保健医療計画の中間見直しに伴い、病床が

不足するとされた東葛南部の保健医療圏におい

て、病床配分を実施することとなった。令和 7 年

12 月末までの整備又は着工を条件としている。 

 

 

 

 

89増床

150床

199床
医療法人社団貴志会
(仮称)鎌ケ谷おひさま病院

医療法人社団寿光会
(仮称)鎌ケ谷北病院

医療会徳州会
鎌ケ谷総合病院

新規開設

新規開設

331床

千葉 268.6 山武長生夷隅 145.1

東葛飾南部 199.5 安房 322.6

東葛飾北部 203.1 君津 173.5

印旛 210.3 市原 200.1

香取海匝 196.4

 県内二次保健医療圏における医師偏在指標

千葉県 213.0 全国 255.6

※鎌ケ谷市は東葛飾南部

市
民
の
声
を
県
政
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松沢の視点 

千葉県での金属窃盗の認知件数は令和 5 年度

に 1684 件と令和 2 年度の 487 件と比較す

ると約 4 倍、急増している。条例の策定により、

許可制や罰金・罰則を設定することで、金属の売

却のハードルを上げ、金属類の盗難被害を減少

させていくことが求められており、周知の徹底が

欠かせない。 

  

 
鎌ケ谷総合病院 

松沢の主張 

医療機関が新規で２箇

所、増床で 1 箇所、合計

438 床が増加する予定

である。市内に医療機関

が増加することは医療提

供体制の向上に繋がる。 

 

鎌ケ谷市議会令和 6 年度 6 月会議では、北初富

駅交差点改良に向け、測量の 750 万円と交通量

調査をはじめ設計業務に必要な費用 650 万円、

合計 1400 万円の補正予算が可決された。 

 

令和 3 年に発表された北初富駅前広場の整備計画

だが、国道における右折レーンは計画にない。 

 

 

※特定金属類(電線・グレーチング、マンホールの蓋、  

敷板、足場板等の金属製の物品) 

 

 

 

 

◎ 特定金属取扱業を営もうとする者に対し、公安

委員会の許可を義務付け 

◎ 特定金属取扱業を営む者は、相手方の住所、氏

名及び年齢を確認することを義務付け 

◎ 条例違反した場合、許可取り消し等、罰則の規定 

 

被害品全体の約９割を占める金属類に絞ることで

条例の明確性、実効性も確保できるとの判断か

ら、アルミやステンレスは対象外としている。 

特定金属類取扱業について必要な規制を定めるとともに、これに違反した場合の罰則等を規定

する条例を制定するもの (施行期日 令和 7 年 1 月 1 日) 

 

 

出典 鎌ケ谷市 北初富駅前

広場の整備計画について 


